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行政改革行政改革行政改革行政改革実施計画実施計画実施計画実施計画とはとはとはとは    

 本実施計画は、行政改革の基本的な方向性を示した「郡上市行政改革大綱」を指針と

して策定したものであり、健全で安定した行財政運営を図り、市民サービスの向上を推

し進め、安全で安心な住みよいまちづくりを行うため、行政改革の具体的な取り組み項

目や実施年度を定めたものです。 

 

１．実施計画の期間 

 

この計画は、平成２１年度から平成２５年度までの５ヶ年とします。 

 

 

２．実施計画の見直し 

 

   この実施計画は毎年度見直しを行い、国や県の動き、社会経済情勢、住民のニー

ズなどを的確に改革へ反映することとします。 

   また、実施計画項目に関係する計画や指針の決定、業務の見直しなどにより目標

とする数値や改革の取り組み内容が確定した場合も速やかに実施計画に登載しま

す。 

 

 

３．実施計画の進行管理 

 

   この実施計画に掲げる項目の進行管理は、郡上市行政改革推進本部が行うものと

します。 
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Ⅰ　質の高い行政サービスの提供Ⅰ　質の高い行政サービスの提供Ⅰ　質の高い行政サービスの提供Ⅰ　質の高い行政サービスの提供

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

試行 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実 施 年 度

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

関係各部署間の問題意識の共有

主 管 課 名

個 別 項 目

目  　　　標

関 係 課 名

職員会議及び接遇研修の重点実施

・窓口業務研修など市民応対能力向上のための研修会を実施する。
・市民応対能力を評価の重点項目とする。
・市民ニーズの変化を常に把握するため、苦情案件及び要望事項の分析を行う。
・縦割り主義的な対応の是正を図り、市民等の目線で分かりやすい応対を目指す。
・市民に親しまれる接遇の向上とともに、市民からの多様な相談に的確に助言できるようス
キルアップを図る。

職員意識改革研修会の実施

職務行動評価における「市民応対能力」の重点化実施

苦情案件・要望事項の分析及び検討

内  　　　容

目  　　　標 市民の用件をタライ廻しすることなく、迅速かつ的確に案内する。

関 係 課 名 市民課

１．行政サービスの向上

人事課

１．職員の意識改革

市民応対能力を向上させる

全課

重 点 項 目

重 点 項 目 １．行政サービスの向上

主 管 課 名 秘書広報課

個 別 項 目 ２．総合案内の見直し

内  　　　容 所管部署が不明確または複数にわたる用件等に対応する「窓口」の設置を検討する

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

現在の総合案内を含めて検討

１－１

１－２
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 条件が整えば実施 ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

電子媒体を利用した申請・受付

手続きの迅速化

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

申請窓口、申請方法等の見直し

申請・届出様式の簡素化

対象施設の洗い出し

主 管 課 名 社会教育課

目  　　　標 利用者の利便性を向上させる。

関 係 課 名 スポーツ振興課

内  　　　容
・公共施設定期利用団体の申請期間を見直す。
・申請窓口を拡大する。（整理、統合も含む）
・申請方法を簡略化する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

本庁と支所及び出先機関の間の電話内線化の検討

本庁、支所を含めた窓口業務の情報交換の実施

重 点 項 目 １．行政サービスの向上 

個 別 項 目 ４．申請手続き等の簡素化、迅速化、効率化

本庁全課・各振興事務所

実 施 年 度

目  　　　標 事務処理について、本庁と振興事務所の連携をさらに高め、処理の迅速化を図る

内  　　　容
地域で対応できない業務を、振興事務所において市民が直接本庁担当者と対話できる（そ
の逆も含む）環境を整えるためのシステムの検討を行う。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

関 係 課 名

情報課・財務課

３．支所と本庁間のホットライン化個 別 項 目

１－３

１－４

重 点 項 目 １．行政サービスの向上

主 管 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

設置 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 ⇒ 条件が整えば実施 ⇒

公金納入場所、時間帯の拡大を図り、納入者の利便性を向上させる。

内  　　　容 コンビニ等による収納システム、カード支払い等による収納システムについて検討する。

公金収納の新システム（公金の種類の精査を含む）の検討

６．新たな公金収納システムの検討

関 係 課 名

目  　　　標

施設担当者による検討組織を設置

効率的かつ効果的な開館日・開館時間等の検討、見直し

１．行政サービスの向上

主 管 課 名 社会教育課

関 係 課 名 スポーツ振興課

実 施 年 度

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

個 別 項 目

目  　　　標

保険年金課・児童家庭課・高齢福祉課・水道会計課・社会教育課・スポーツ振興課

主 管 課 名 税務課

より利用しやすく効率的な施設運営をめざす。

公共施設の開館日・開館時間等の柔軟な運営を検討する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

重 点 項 目 １．行政サービスの向上

１－５

１－６

年 度 別 の 項 目

個 別 項 目 ５．公共施設のサービス等の見直し

重 点 項 目

施設予約情報のホームページでの提供

内  　　　容
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

検討 ⇒ 条件が整えば実施 ⇒

関 係 課 名 財務課

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

窓口業務担当部会の設置

総合窓口の人的・物理的検討及び実施

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

目  　　　標 複数課に跨る各種届出・申請等を一元化できる体制をつくる。

重 点 項 目 ２．窓口の改革

主 管 課 名 市民課

児童家庭課・社会福祉課・健康課・保険年金課・税務課・水道会計課関 係 課 名

個 別 項 目 ２．総合窓口の検討

窓口利用者の利便性を向上させる。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

・来庁者の現在地を示す分かりやすい案内板を各所に設置する。
・来庁者が迷わず利用窓口へ行ける方策を検討する。

検討会の設置及び方向性の決定

具体策の決定及び実施

実 施 年 度

内  　　　容
住民異動（転入、転居、転出、出生、死亡等）に伴い発生する複数課に跨る各種届出・申請
窓口の一本化の検討。

重 点 項 目

主 管 課 名

個 別 項 目

目  　　　標

内  　　　容

２．窓口の改革

市民課

１．窓口来庁者の利便性の向上

２－１

２－２
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

設置 検討 条件が整えば実施 ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

重 点 項 目 ２．窓口の改革

３．窓口環境の整備

個人情報、プライバシーの保護対策と来庁者の要件に応じた窓口対応を実施する。

個 別 項 目

内  　　　容
・窓口カウンターのローカウンター化を実施する。
・パテーションの設置により窓口における相談、申請、相談内容の漏えいを防止する。
・案内表示の詳細表示を行う。

目  　　　標

関 係 課 名 児童家庭課・社会福祉課・健康課・保険年金課・税務課

通訳ボランティア制度を検討する。

主 管 課 名

担当者による窓口改善検討会(仮称）の設置・検討

市民課

個 別 項 目 ４．在留外国人相談窓口の設置

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

重 点 項 目 ２．窓口の改革

目  　　　標 外国語に対応できる窓口体制を整備する。

内  　　　容

２－３

２－４

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

実 施 年 度

「多言語ガイド」（冊子）の充実・見直し

制度（雇用職員での対応を含む）の検討・実施

市民課　主 管 課 名

年 度 別 の 項 目

関 係 課 名 秘書広報課

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 条件が整えば実施 ⇒

ＦＡＱの整備、充実及び市民への公開

ＦＡＱの市民周知

ＦＡＱの内容の新規登録、更新

市民対応窓口の集約検討、実施

重 点 項 目 ２．窓口の改善

目  　　　標 市民からの問合せ等に対して、一元的に迅速かつ的確な回答を行う。

内  　　　容
市民からのよくある問合せなどに対する回答をデータベースに登録し、電話等による問合
せ、相談に対して、一元的に受付できる体制を整備する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

主 管 課 名 秘書広報課・情報課

関 係 課 名 全課

個 別 項 目 ５．よくある質問とその回答集（ＦＡＱ）の有効活用　

２－５
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

調整 実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

わかりやすい財政状況

目  　　　標
・わかりやすい情報提供に努める。
・より多くの市民の目に留まるように内容を充実する。

３．行政情報の積極的な提供

主 管 課 名 秘書広報課

個 別 項 目 ２．広報紙、ホームページ、ケーブルテレビ等の充実

関 係 課 名 情報課・全課

担当部署での更新・追加システム、データ管理

３．行政情報の積極的な提供

秘書広報課

１．行政関連情報の積極的な提供

市民の正しい理解と行政の透明性を高める。

人事課・水道工務課・環境課・財務課・企画課

公共施設の排水、排煙等の分析情報など公共施設環境情報

内  　　　容

実 施 年 度

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

主 管 課 名

個 別 項 目

重 点 項 目

目  　　　標

関 係 課 名

行政点検結果

各種行政関連情報を、ホームページ、ケーブルテレビ等を活用し積極的に提供する。

人件費等職員にかかる情報

具体的事務手続きにかかる情報

水道水の水質などの生活環境情報

３－１

３－２

内  　　　容 ホームページ、ケーブルテレビの市民向け情報コーナー充実について検討する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 条件が整えば実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 条件が整えば実施 ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

広報戦略会議の開催

関 係 課 名 全課

目  　　　標 広報戦略会議による関係課の連携。

内  　　　容
広報戦略会議を設置するとともに、広報の基本目的・目標を設定し各種の広報手段の活用を
図る。

３－４

重 点 項 目 ３．行政情報の積極的な提供

個 別 項 目 ４．広報戦略体制の確立

主 管 課 名 秘書広報課・情報課

携帯メール等活用による情報提供

ロビーにおける情報提供（テレビ等の活用）

関 係 課 名 全課

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

目  　　　標

秘書広報課主 管 課 名

個 別 項 目 ３．携帯メール等の活用

市民への情報提供手段（ツール）を拡大する。

内  　　　容
ホームページや、ケーブルテレビのほか、新たに携帯メールの活用や窓口待ち時間を活用した
情報提供について検討する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

重 点 項 目 ３．行政情報の積極的な提供

３－３
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Ⅱ　市民協働による連携

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 整備 ⇒

運用 ⇒ ⇒ ⇒

公開 ⇒ ⇒

市長と市民団体との意見交換会の開催

４－１

４－２

主 管 課 名

公開システムの構築、運用

２．市への意見等の対応（処理）の一元化・公開

目  　　　標
市への意見等への対応を共有化することにより、問題が発生した場合における迅速な解決
や、対応過程の公開による市民満足度を向上させる。

関 係 課 名

４．市民参画の推進

秘書広報課

重 点 項 目 ４．市民参画の推進

主 管 課 名 秘書広報課

個 別 項 目 １．広聴機会の充実

関 係 課 名

個 別 項 目

ふれあい懇談会の開催

目  　　　標
市民の市政参加への機会である広聴会等を充実する。
広聴会等の意見交換会へ参加する市民　1,000人／年

内  　　　容
・地域振興事務所単位の「ふれあい懇談会」を実施する。
・求めに応じ自治会・公民館のほか、女性の会や子育ての会など、きめ細かいグループとの
意見交換会を実施する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

重 点 項 目

実 施 年 度

情報課

ホームページ上にパブリックコメント機能を追加し、書き込まれた意見、Ｅメールに対する処理
経過等をデータベース化し、情報を職員で共有する。
意見・回答のうち可能なものはホームページ上で公開する。

実 施 年 度

機能等の整備及び検討

内部利用システムの構築、運用

内  　　　容

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討・周知 実施 ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討・周知 実施 ⇒ ⇒

４－４

４－３

各種計画への市民参画制度の構築、周知、実施

４．基本計画の市民参画制度

目  　　　標
市が策定する重要な計画について、策定過程における市民参加のみならず、進捗状況の評
価においても市民参加を基本とする。

内  　　　容
今後、市が策定する重要な計画について、策定段階から計画進捗状況の評価まで、市民参
加により行うよう制度化する。

関 係 課 名

３．市民・市民団体等意見提案制度

関 係 課 名

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目 ４．市民参画の推進

意見提案制度の構築、周知、実施

個 別 項 目

内  　　　容

重 点 項 目

主 管 課 名

目  　　　標

秘書広報課

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

これまでの行政への「陳情・要望」ではなく、総合計画に掲げる「みんなでつくる郡上」を具現
化するため、「意見提案」制度に改める。

４．市民参画の推進

市民や自治会、市民団体等からの陳情、要望は、今後「意見提案」とするよう制度化し、市民
周知する。

主 管 課 名 企画課

個 別 項 目

全課

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討・周知 実施 ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

個 別 項 目 ６．公民館活動の活性化

４－６

４－５

新たな公民館制度の構築

地域ごとに段階的実施

目  　　　標 新たな郡上市型公民館制度を構築し、公民館活動の活性化を促す。

内  　　　容 新たな公民館制度の構築、周知、展開。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

内  　　　容 公開審査制度を構築する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

公開審査制度の構築、周知、実施

主 管 課 名 企画課

個 別 項 目 ５．市民活動支援補助金・交付金の公開審査制度

目  　　　標
市民、市民団体へのまちづくり活動に対する財政支援について、審査の過程を公開すること
で、市民との情報共有や市民参画を促す。

重 点 項 目 ４．市民参画の推進

関 係 課 名

関 係 課 名

重 点 項 目 ４．市民参画の推進

主 管 課 名 社会教育課
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

策定・調整 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒

企画・募集 実施 ⇒ ⇒ ⇒

４－７

個 別 項 目 ７．市民による「郡上学」の構築

４．市民参画の推進

目  　　　標

全課関 係 課 名

・全市で取り組む体制を創り、計画的に「郡上学」への市民参画を進める。
・学校教育においては、授業や宿泊研修、ボランティア活動への参加、職場見学・体験等を
進める。
・生涯学習においては、学習講座のほか公民館や出前講座、イベント等催事での学びの機
会を充実する。
・地域課題に取り組む人材を育てる「ふるさと塾」を開設する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

内  　　　容

ふるさと郡上の歴史、文化、自然、産業等の調査研究や、学習、体験、実践等を通じて、郡
上の持つ魅力や価値、課題を認識することで、ふるさとへの愛着を高めるとともに一体感を
醸造し、市民の手による魅力ある地域づくりに全市で取り組む。

重 点 項 目

主 管 課 名 社会教育課・学校教育課・企画課

「郡上学」の周知

ふるさとカルタの計画・作成

生涯学習情報誌による市民講座等の情報発信

伝統芸能発表会などへの参加促進

学校教育における「郡上学」の推進

生涯学習講座の増設・開講

「ふるさと塾」の企画・募集、開設

「郡上学」の推進体制の整備

「郡上学」の体系や推進事業の策定・事業調整
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

試行 実施 ⇒ ⇒ ⇒

策定 実施 ⇒ ⇒

策定 実施 ⇒ ⇒

４－８

ダンボールコンポストの普及促進

生ごみ堆肥化普及計画の策定、実施

市民向け「ごみ分別マニュアル」の見直し、市民周知

目  　　　標
・ごみの分別を徹底し、減量化を進める。
・可燃ごみ一人１日１００グラム減量運動の推進

内  　　　容
・生ごみ処理機、段ボールコンポストの普及拡大を図り、生ごみの堆肥化を推進する。
・古紙の分別の徹底を図り、可燃ごみの減量化を推進する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目 ４．市民参画の推進

主 管 課 名 環境課

個 別 項 目 ８．ごみの減量化

関 係 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 策定 試行 実施 ⇒

５－１

５－２

アダプトプログラムの検討、計画策定、導入

庁内関係課による支援体制の構築

個 別 項 目 ２．公園、道路等のアダプトプログラム（市民、団体、企業）の導入

目  　　　標
「自分たちの公園」、「自分たちの道路」など、市が整備した公園、道路等のうち市民に身近な
ものは、市民において維持管理するアダプトプログラムを進める。

市民協働の観点から、地域の公園、市道、河川等の住民に身近な公共施設の管理にアダプ
トプログラムを導入する。

内  　　　容

公益の増進に寄与する任意団体又は特定非営利活動法人の設立や事業実施に対して、助
言や情報提供などの支援を行う。
・相談窓口の一元化やメーリングリストの開設など、適切で迅速な情報集発信の仕組みを整
える。
・職員やボランティア有識者による人的支援制度を整える。
・国、県、財団等の制度を活用した補助金、交付金などの財政支援制度を整える。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

市民活動団体への情報集発信体制の整備

重 点 項 目

主 管 課 名 企画課

５．地域経済とコミュニティの活性化

個 別 項 目 １．市民活動支援制度の充実

主 管 課 名

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

財務課・農務水産課・商工課・観光課・建設総務課・都市住宅課・教育総務課

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

内  　　　容

５．地域経済とコミュニティの活性化重 点 項 目

関 係 課 名

関 係 課 名

目  　　　標 市民活動団体の自立を支援する。
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

試行 試行 実施 ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 育成 ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

５－４

５－３

内  　　　容
行政が行ってきた事業で、地域・団体が取り組めそうな事業を、公共サービスパートナー制
度として地域・団体等へ委託する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

公共サービスパートナー制度の設計、導入

個 別 項 目 ３．公共サービスパートナー制度

目  　　　標 公共サービスパートナー制度実施件数　１件／年

重 点 項 目 ５．地域経済とコミュニティの活性化

関 係 課 名

主 管 課 名 企画課

重 点 項 目

主 管 課 名 総務課

個 別 項 目 ４．防災体制（自主防災組織等）の充実

５．地域経済とコミュニティの活性化

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

防災訓練の見直し

目  　　　標

内  　　　容

・自主防災意識の高揚を図るため、自主防災組織の確立（育成）を図る。
・自主防災組織の活動マニュアルの作成を推進し、平成２５年度までに整備率１００％をめざ
す。

・自主防災組織の研修会や消防団等と連携した防災訓練を実施し、防災意識の高揚、地域
防災力の向上を図る。
・自主防災組織活動マニュアルの作成を推進する。

自主防災組織の見直し及び育成

自主防災組織活動マニュアルの作成推進

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

全課関 係 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 ⇒ 試行 ⇒ 実施

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

策定

実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討・立案 随時実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒

５－５

５－６

中間支援組織の組織化支援

内  　　　容 住民と行政が参画した、地域課題を支援するための「中間支援組織」を支援する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目

主 管 課 名

住民と行政が手を取り合って地域活動を支援する組織となる「中間支援組織」を支援すること
により、住民や諸団体等と連携した、新たな地域づくりを促進する。

企画課

個 別 項 目 ５．市民・市民団体による中間支援組織の育成・支援

目  　　　標

関 係 課 名 全課

重 点 項 目 ５．地域経済とコミュニティの活性化

５．地域経済とコミュニティの活性化

職員の意識改革研修

具体的な実践方法の制度化

個 別 項 目 ６．市民協働指針の策定

関 係 課 名

主 管 課 名 企画課

目  　　　標
行政運営のルール、市民と行政とのそれぞれの役割と責務、市民参画のあり方と仕組みを
見直す。

内  　　　容
平成２１年度に策定する「市民協働指針」に基づき、市民への啓発や、職員自らの意識改革
を促す研修を実施する。

市民協働指針の随時評価、見直し

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

市民協働指針の策定

市民協働指針の市民啓発
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

設置 ⇒ 見直し ⇒ ⇒

達成

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

見直し 実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

内  　　　容 政策形成や経営能力を高める、職員研修の充実や自主研究グループの育成を行う。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

政策形成への参加機会の拡充・職場研修の実施

職員提案制度の見直し

政策研究活動の推進

主 管 課 名 人事課

関 係 課 名

目  　　　標
地方分権の進展に伴う自己決定権の拡大、市民への説明責任、厳しい財政状況などの課題
を解決するために職員の政策形成能力及び推進能力の一層の向上を図る。

「郡上市産業経済協議会」の設置

５－８

重 点 項 目 ５．地域経済とコミュニティの活性化

個 別 項 目 ８．職員の政策形成・推進能力の育成

重 点 項 目

個 別 項 目

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

観光課・農務水産課・林務課・建設総務課

５．地域経済とコミュニティの活性化

７．経済懇話会の開催

５－７

「郡上市産業懇話会」の設置

目  　　　標
郡上市の産業の課題を共有し、振興施策を協働し進めるため、事業主、商店主、経済界の
トップ、学識経験者等の意見交換の機会を継続的に実施しながら、具体的に市政へ反映さ
せ、持続可能で内発的な産業振興を促す。

内  　　　容
社会情勢や経済情勢の変化を検証しながら現状把握を行うことにより、市産業の課題や可
能性を検討し今後の方向性を協議するため、「郡上市産業経済協議会」及び「郡上市産業懇
話会」を設置する。

主 管 課 名 商工課

関 係 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

構築 試行 実施 ⇒ ⇒

６－１

６－２

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

提案制度の構築

個 別 項 目 １．民間資金の活用による公共施設整備及び運営（ＰＦⅠ）手法の活用

目  　　　標 ＰＦＩの活用による公共施設の効率的な管理運営を進める

・民間からの事業提案制度を構築する。
・提案された事業について審議機関により審議し、民間化可能なものから順次実施する。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

内  　　　容
今後、大規模修繕や改築等の施設整備にあたっては、ＰＦＩの導入の可能性について検討す
る。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

重 点 項 目

主 管 課 名 企画課

６．協働による民間能力の活用

個 別 項 目 ２．民間（市民・企業）提案型公共サービス民営化

目  　　　標
市民や市民団体、企業等の提案に基づき、民間化できる事業は積極的に、民間委託、民営
化する。

内  　　　容

重 点 項 目

主 管 課 名 財務課・施設建設予定課

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

※大規模修繕や改築等が必要となる場合に検討する

６．協働による民間能力の活用

全課

関 係 課 名

関 係 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 試行 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 条件が整えば実施 ⇒

条件が整えば実施 ⇒ ⇒ ⇒

スポーツ事業へのタイアップ企業の募集、実施

企業との連携による森林づくりの推進

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

６－３

６－４

ｽﾎﾟｰﾂ施設を活用した交流人口拡大策の検討、広報宣伝

目  　　　標
これまでの行政主体による催しに、企業の共催や参加を求め、民間の資金や能力の活用を
促進する。

主 管 課 名 スポーツ振興課・林務課・商工課・観光課

内  　　　容
・各種スポーツ大会などのスポーツ振興事業に企業の参画を求める。
・市営スポーツ施設を活用し、市外からの交流人口（利用客）の拡大を図る。
・企業との連携による森林づくりを推進する。

個 別 項 目 ３．公共的な任意団体の自立促進・活性化

目  　　　標 役割分担の明確化

個 別 項 目 ４．企業とのタイアップ事業の拡充

内  　　　容
・団体と市の役割分担について検討する。
・団体に対して自主財源の確保と自主運営を促すとともに、事務局機能の整理・統合・自立
について検討する。

重 点 項 目

ｽﾎﾟｰﾂ団体事務局の自立促進

社会教育団体事務局の自立促進

実 施 年 度

役割分担の明確化、制度化

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

重 点 項 目

６．協働による民間能力の活用

６．協働による民間能力の活用

主 管 課 名 社会教育課・スポーツ振興課

年 度 別 の 項 目

関 係 課 名

関 係 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 制定

募集・登録 ⇒ ⇒

６－５

重 点 項 目

主 管 課 名 商工課

６．協働による民間能力の活用

個 別 項 目 ５．地域貢献企業登録制度

目  　　　標 地域貢献登録企業数　１０社（団体）

内  　　　容
地域防災や地域福祉、まちづくり等への貢献に意欲のある企業を、郡上市地域貢献企業とし
て登録・公表することにより、日ごろからの地域貢献意識の高揚を図る。

地域貢献企業登録制度の制定

地域貢献企業登録制度の募集、登録

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

関 係 課 名
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Ⅲ　身の丈にあった行政運営Ⅲ　身の丈にあった行政運営Ⅲ　身の丈にあった行政運営Ⅲ　身の丈にあった行政運営

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

△13 △11 △13 △20 △27

△ 59 △ 58 △ 72 △ 177 △ 238

全課

・新規職員採用基準を遵守する。
・勧奨退職制度を有効活用し早期退職の周知を図る。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

関 係 課 名

関 係 課 名

個 別 項 目

部・課・出先施設等の統廃合による見直し

職員配置

内  　　　容

２．定員管理の適正化

７－１

７－２

普通会計の人件費の削減（百万円）

定員適正化計画の見直し

定員適正化計画に基づく定員管理

勧奨退職制度の見直し

普通会計の職員削減数（人）

内  　　　容

人事課

目  　　　標 効率的及び効果的な組織体制の確立

新たな行政課題や市民ニーズを的確に把握しながら、定員適正化計画に適合した簡素で効
率的な組織機構を整備する

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

目  　　　標

行政組織のスリム化を図るとともに、普通会計における人件費を削減する。
　　　　平成20年度末普通会計職員数　629人
　　　　平成26年度当初までの削減職員数　84人　・削減率　13.4％
　　　　普通会計人件費削減額　604百万円

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

主 管 課 名

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

主 管 課 名 人事課

個 別 項 目 １．組織機構改革の推進
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

検討 ⇒ 策定 実施 ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

関 係 課 名

関 係 課 名

７－３

７－４

内  　　　容
・電子入札制度を推進する。
・一般競争入札の基準を作成し、実施する。
・指名停止措置等の適正な運営。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

個 別 項 目 ４．入札制度の見直し

目  　　　標 公共工事の入札及び契約の適正化の推進

年 度 別 の 項 目

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

実 施 年 度

期日前投票の利用促進

開票区の統合

投票区の見直し方針の検討・策定・実施

目  　　　標

・開票区を統合する。
・投票区の見直し方針を検討・策定・実施する。

・大選挙区制に対応した効率的な選挙管理体制を構築する。
・投票区ごとの有権者数などの実態を踏まえ、選挙人の意見を反映し投票所の適正な配置
を図る。
　　　　現行投票所80箇所⇒70箇所程度　約10％削減

内  　　　容

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

主 管 課 名 総務課

個 別 項 目 ３．選挙執行管理の見直し

主 管 課 名 財務課

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

電子入札の実施

一般競争入札の導入
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

策定

試行 実施 ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

見直し 実施 ⇒ 見直し

達成

見直し ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

見直し 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

国における「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」及び県の「公共工事事業費縮減対
策に関する行動計画」を参考とし、公共工事コスト縮減施策について検討し施策を講じる。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

社会福祉協議会運営補助金の適正化

７－６

内  　　　容

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

市単独補助金制度の見直し（３ヶ年毎に実施）

目  　　　標 事業の効率化の推進及び経費節減

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

７－５

行動計画の策定

行動計画によるコスト縮減

商工会活動費補助金の見直し

観光協会活動事業補助金の見直し

市体育協会支援事業補助金の適正化

関 係 課 名

関 係 課 名

主 管 課 名

内  　　　容

企画課

個 別 項 目 ６．補助金・交付金の適正化

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

５．公共工事のコスト縮減

水道工務課

全課

目  　　　標
職員一人ひとりのコスト縮減意識の向上を図り、工事における創意工夫を啓発し一層のコス
ト縮減の実施（平成20年度設計基準と比較）

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

主 管 課 名

平成１７年度において大幅な見直しを実施しているが、今後も小額補助金、高額補助金、運
営費補助金などの見直しにより、補助金・交付金の適正化を図る。

建設工務課

個 別 項 目
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

設置 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

策定 ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒

条件が整
えば実施

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

洗出し 検討 実施 ⇒ ⇒

学校教育課

７－７

主 管 課 名 教育総務課

全課

７－８

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

経済情勢や管理運営委託内容等を反映した委託料の見直し

各施設に共通する保守管理業務の一括発注

実 施 年 度

７．簡素で効率的な行政体制の確立

主 管 課 名 財務課

年 度 別 の 項 目

個 別 項 目 ８．委託料の見直し

目  　　　標
委託経費の削減
　　　　　　　保守・管理委託料　　H20年度当初委託料額　460百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　削減目標額　41百万円　　削減率8.9％

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

保守及び管理委託事務等の見直しを行い、委託料の減額を図る
（各種施設に共通する保守管理業務の一括発注の検討）

関 係 課 名

関 係 課 名

重 点 項 目

個 別 項 目 ７．小中学校の学校区と配置の見直し

目  　　　標 小中学校の学校区及び配置の見直しにより適正な学校運営

学校区等検討委員会(仮称）の設置

学校区と配置の見直し方針の策定

保護者等への説明

学校区見直し及び学校統廃合の実施

内  　　　容
・学校区及び配置の見直し方針を策定する
・保護者等への説明
・学校区の見直し及び学校統廃合を実施する

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

内  　　　容
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

5 5 5 5

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

策定 実施 ⇒ ⇒

内  　　　容
・公用車管理方法を見直しする
・公用車の軽自動車化を推進するとともに、台数を削減する
・徹底した経費節減により、庁舎等の維持管理費を削減する

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

公用車管理方法の見直し

公用車台数の適正化・削減（削減台数）

目  　　　標
公用車及び庁舎の維持管理費の削減
　　平成20年度末公用車台数558台　　削減目標台数20台　　削減率3.6％

主 管 課 名 財務課

関 係 課 名

７－９

個 別 項 目 ９．公用財産にかかる維持管理経費の見直し

７－１０

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

個 別 項 目 １０．総合交通体系の見直し

重 点 項 目 ７．簡素で効率的な行政体制の確立

目  　　　標 公共交通機関の効率的な運営及び助成

内  　　　容
・現状の市域の公共交通の課題を分析し、「地域公共交通総合連携計画」を策定する。
・計画に従い、自主バス、デマンドバス、福祉バス、コミュニティバス、小那比ジャンボタク
シー、福祉有償運送等の市営公共交通機関の運行体制を再構築する。

主 管 課 名 企画課

関 係 課 名 社会福祉課（福祉バス）・教育総務課（スクールバス）

郡上市地域公共交通総合連携計画の策定及び事業実施

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

郡上市地域公共交通会議の定期的開催

-　27　-



No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

作成 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

策定 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

公表 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

８－１

８－２

決算の取りまとめ

財務書類４表作成

指標の公表

内  　　　容

実 施 年 度

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

８．健全な財政基盤の確立

財務課

２．公会計の整備推進

財務書類による住民への情報提示及び財務状況の分析

・平成２０年度より総務省方式改訂モデルにより、財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計
算書、資金収支計算書、純資産変動計算書）を整備する。

重 点 項 目

主 管 課 名

個 別 項 目

目  　　　標

関 係 課 名

財政健全化方針の作成

実 施 年 度

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

８．健全な財政基盤の確立

財務課

１．財政健全化方針の策定

財政の健全化

・わかりやすい「郡上市の財政白書」を作成する。
・合併支援終了後の財政状況を見据えた、財政健全化方針を作成する。

郡上市の財政白書の作成

重 点 項 目

主 管 課 名

個 別 項 目

目  　　　標

関 係 課 名

内  　　　容
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

28 28 28 25 25

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 1.3

内  　　　容

８－３

８－４

起債発行限度額（億円）

補償金免除繰上償還額（億円）

民間資金借り換え等の検討・実施

民間資金繰上償還額（億円）

内  　　　容
補償金免除繰上償還制度を有効活用し、繰上償還を実施する。
市中銀行等の借入金について、借換等の見直しを行う。

関 係 課 名

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

主 管 課 名 財務課

個 別 項 目 ４．起債の繰上償還等の実施

目  　　　標 公債費負担の軽減

・公債費負担適正化計画により、普通会計の起債発行限度額を設定し、予算に反映させる。

関 係 課 名

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

主 管 課 名 財務課

個 別 項 目 ３．起債発行額の抑制

目  　　　標 公債費負担の軽減
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

達成

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

6.5 6.5 5.5 5.5 5.5

1.0

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

1.0 1.0 1.0

・使用料の見直しを行い、受益者負担公平の原則沿った料金体系を確立する。
・企業会計の起債発行限度額を設定し、公債費負担の軽減化を図る。

水道料金の見直し

起債発行限度額（億円）

８－５

８－６

目  　　　標 財政の健全化

内  　　　容

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

関 係 課 名

起債発行限度額（億円）

起債繰上償還額（億円）

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

主 管 課 名 水道総務課・水道会計課

個 別 項 目 ６．企業会計の健全化（水道事業）

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

下水道料金の見直し

水道加入金の見直し

下水道加入金の見直し

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

主 管 課 名 水道総務課・水道会計課

個 別 項 目 ５．特別会計の健全化（簡易水道事業・下水道事業）

目  　　　標 財政の健全化

内  　　　容
・使用料の見直しを行い、受益者負担公平の原則沿った料金体系を確立する。
・起債発行限度額を設定し、公債費負担の軽減化を図る。
・高金利借入の起債について、繰上償還、借換等を行い、公債費負担の軽減化を図る。

関 係 課 名
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 実施

検討 改正 検討

実施 実施

検討 改正 検討

検討 条件が整えば実施 ⇒

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

事務局職員等の削減（市民・白鳥病院）

７対１　看護配置基準の導入（白鳥病院）

施設利用料の見直し（白鳥病院）

フレックスタイムの積極的導入（市民・白鳥病院）

施設管理業務の外部委託による経費節減（市民病院）

宿日直体制、手当等の見直し（白鳥病院）

関 係 課 名

目  　　　標 財政の健全化

内  　　　容
郡上市民病院改革プラン・郡上市国保白鳥病院改革プラン（平成20年度策定）に基づいて、
経営の健全化を図る。

８－７

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

個 別 項 目 ７．企業会計の健全化（病院事業）

主 管 課 名 郡上市民病院・国保白鳥病院

関 係 課 名

８．健全な財政基盤の確立

主 管 課 名 企画課

個 別 項 目 ８．受益と負担の適正化（使用料・手数料等の見直し）

手数料算定ルールにより、現行手数料の見直し

手数料に関する個別条例の改正、周知、実施

目  　　　標
・受益者負担の適正化と公平性の確保
・自主財源の確保

実 施 年 度

全課

重 点 項 目

市営住宅駐車場使用料徴収の検討

医薬品の調達方法の見直し（市民・白鳥病院）

経営形態の見直し（再編・ネットワーク化の構築）（市民・白鳥）

８－８

内  　　　容
・使用料算定の基本ルールにより、使用料の適正化を図る。
・手数料算定の基本ルールにより、手数料の適正化を図る。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

使用料算定ルールにより、現行使用料の見直し

使用料に関する個別条例の改正、周知、実施
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

98.0 98.1 98.2 98.3 98.4

15.7 15.8 15.9 16.0 16.1

98.0 98.1 98.2 98.3 98.4

95.0 95.2 95.4 95.6 95.8

98.6 98.7 98.8 98.9 99.0

99.0 99.5 99.5 99.5 99.5

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

達成

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

関 係 課 名

８－９

８－１０

国民健康保険料現年度分収納率（％）

内  　　　容
市民の自主意識の高揚,差押えなどの滞納処分強化などにより、収納率向上に向けての取り
組みの充実強化を図る。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ使用料徴収率（％）

市税現年度分収納率（％）

市税過年度分収納率（％）

介護保険料現年度分収納率（％）

上下水道使用料徴収率（％）

主 管 課 名 税務課

個 別 項 目 ９．市税等収納率の向上

目  　　　標 滞納額削減に向けた方策強化

保険年金課・高齢福祉課・水道会計課・情報課

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

可処分資産台帳の整理

可処分資産の処分方法の決定

処分の実施

内  　　　容
普通財産の貸付、処分に関する要綱を策定し、普通財産を有効活用することにより、歳入の
確保を図る。

関 係 課 名

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

主 管 課 名 財務課

個 別 項 目 １０．普通財産の有効活用

目  　　　標 財産の有効活用及び歳入の確保

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

-　32　-



No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

試行 試行 実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

８－１１

重 点 項 目 ８．健全な財政基盤の確立

主 管 課 名 財務課

個 別 項 目 １１．予算編成手法の見直し

目  　　　標 一般財源枠配分等による予算編成手法の確立。

全課

内  　　　容
・義務的経費を除き一般財源の枠配分の実施。
・行政改革集中改革プラン等に示された財政フレームに沿った財政運営の確立。

関 係 課 名

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

一般財源の枠配分の実施

財政フレームに沿った財政運営
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

全課

企画課関 係 課 名

９－１

９－２

関 係 課 名

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

短期実施予定施設の見直し

中長期実施施設の見直し

１．公共施設（行政財産）の見直し

目  　　　標 行政財産の有効活用と、維持管理経費の削減

内  　　　容
・公の施設の見直し方針により、適正な施設のあり方を示す。
・公の施設の見直し方針に沿った処分を行う。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

第三セクターの個別検討

第三セクターの連携協力

重 点 項 目 ９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

主 管 課 名 企画課

個 別 項 目

目  　　　標 民営化の推進

内  　　　容 施設、設備の大規模修繕、維持管理費の取扱基準の見直し等を行う。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目 ９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

主 管 課 名 観光課・農務水産課

個 別 項 目 ２．第三セクターの活用及び見直し
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 条件が整えば導入 ⇒

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

設置・開催 ⇒ ⇒ ⇒

随時開催 ⇒ ⇒ ⇒

随時開催 ⇒ ⇒ ⇒

企画課

教育総務課・学校教育課

関 係 課 名

関 係 課 名

個 別 項 目 ４．保育園、幼稚園の見直し

指定管理者制度の活用

指定管理者制度の見直し

指定管理者モニタリング制度の導入（マニュアルの作成）

重 点 項 目

９－３

９－４

庁内検討会議の充実

民営化等検討委員会（民間委員含む）の開催

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

主 管 課 名 児童家庭課

保護者、地元自治会との意見交換会の開催

公立保育園及び幼稚園の民営化の推進

有識者を含めた意見交換会の開催

内  　　　容
民営化等検討委員会（民間委員を含む）を設置し公立保育園・幼稚園の民営化等について、
民間意見の聴取を行い検討する。

目  　　　標

目  　　　標
民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上や経費の縮減等を図り、より効果的
で効率的な管理運営を行う

内  　　　容
・指定管理者制度の導入
・指定管理料０円を基本原則とし、指定管理の見直しを行う。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

重 点 項 目 ９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

主 管 課 名 社会福祉課・高齢福祉課・農務水産課・林務課・観光課・教育総務課・スポーツ振興課

個 別 項 目 ３．指定管理者制度の活用及び見直し
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 条件が整えば実施

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

達成

条件が整えば導入 ⇒

検討 ⇒ ⇒

関 係 課 名

関 係 課 名

９－６

庁内検討会議の充実

指定管理者制度の導入

目  　　　標 民営化及び事業の効率化

完全民営化への移行

内  　　　容 指定管理者制度の活用も視野に入れて民営化等について検討し、事業の効率化を図る。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目

６．養護・特別養護老人施設運営の見直し

実 施 年 度

主 管 課 名 観光課

重 点 項 目 ９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

主 管 課 名 高齢福祉課

個 別 項 目

個 別 項 目

重 点 項 目 ９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

９－５

５．温泉施設運営の見直し

目  　　　標 民営化による事業の効率化

内  　　　容
市直営温泉の運営を民間に委ね、民間の経営ノウハウを活用することにより、利用者への
サービス向上と経費削減を図る。

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

指定管理者制度の導入

完全民営化への移行
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No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

一部試行 ⇒ 一部実施 ⇒ ⇒

一部試行 ⇒ 一部実施 ⇒ ⇒

一部試行 ⇒ 一部実施 ⇒ ⇒

一部試行 ⇒ 一部実施 ⇒ ⇒

一部試行 ⇒ 一部実施 ⇒ ⇒

一部試行 ⇒ 一部実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 一部実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

関 係 課 名 全課

９－７

年金各種申請受付等業務委託（保険年金課）

医療保険各種申請受付等業務委託（保険年金課・高齢福祉
課）

福祉関係各種申請受付等業務委託（社会福祉課・児童家庭
課）

児童クラブの運営の民営化（児童家庭課）

シニアクラブ連合会及び７支部連合会事務委託（高齢福祉課）

予防接種済者個別情報のシステム入力業務委託（健康課）

保存文書の引継ぎ・保存管理業務委託（総務課）

未整理文書の整理・データベース化業務委託（総務課）

目  　　　標 民間事業者が有するノウハウの活用による一層の市民サービス向上と経費削減

内  　　　容
市場競争原理が的確に働き、適切な市民サービスが確保される領域においては、行政が直
営で行うよりも民間に任せた方が適当であると考えられる業務を地域市場へ開放し、地域経
済の活性化に寄与するためにも民間委託・民営化を推進する。

重 点 項 目 ９．民間委託・民営化による行政サービスの重点化

主 管 課 名 企画課

個 別 項 目 ７．民間委託・民営化の推進

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
実 施 年 度

総合案内業務委託（秘書広報課）

バス運行管理業務委託（企画課）

シンポジウムの企画・運営の民営化（企画課）

広報紙・観光情報誌の発信業務委託（企画課）

給与・手当等計算業務、支給業務委託（人事課）

職員検診、共済給付・福祉事務等業務委託（人事課）

職員研修業務委託（人事課）

生活安全に係る市有街路灯の管理業務委託（総務課）

文書の収受・発送（本庁）業務委託（総務課）

無線放送設備の管理業務委託（総務課）

税務証明書交付申請の受付等窓口業務委託（税務課）

住民票・印鑑証明等の交付請求受付及び引渡し業務委託（市
民課）

記載事項証明書の交付請求の受付及び引渡し業務委託（市
民課）
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２１ ２２ ２３ ２４ ２５

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

検討 ⇒ 実施

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

基幹型体育施設の管理運営（スポーツ振興課）

地域型体育施設の管理運営（スポーツ振興課）

基本健康診査（30歳以上）の全部委託（健康課）

胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん検診の全部委
託（健康課）

明宝地域資源活用総合交流促進施設管理の民営化（観光課）

結核健診の全部委託(健康課）

白鳥ふるさと食品加工伝承施設の民営化（農務水産課）

高鷲農林産物特産品販売施設
三白の里ふれあい市場の民営化（農務水産課）

新規作物等定着促進施設
ひるがの物産館の民営化（農務水産課）

和良農産物加工施設の民営化（農務水産課）

美並農村女性の家の指定管理（農務水産課）

公衆トイレ、公園の指定管理（観光課）

美並総合案内所管理の民営化（観光課）

道の駅古今伝授の里大和の指定管理（観光課）

美並都市交流促進施設フォレストパーク３７３管理の民営化
（観光課）

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

実 施 年 度

美並緑地等利用施設粥川バンガロー管理の民営化（観光課）

健康づくり相談の全部委託（健康課）

各種健康づくり教室等の全部委託（健康課）

有所見者等個別訪問の全部委託（健康課）

機能回復訓練（64歳以下）の全部委託（健康課）

離乳食教室、乳幼児健康教室、育児相談、新生児訪問等の全
部委託（健康課）

3～4月児、9～10月児、1歳6月児、3歳児健康診査の全部委託
（健康課）

年 度 別 の 項 目

和良大月の森公園キャンプ場管理の民営化（観光課）

和良川公園オートキャンプ場管理の民営化（観光課）

上水・簡水・下水　料金計算、収納（水道会計課）

上水・簡水・下水　窓口業務（水道工務課）
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行政改革大綱を推進するための手段行政改革大綱を推進するための手段行政改革大綱を推進するための手段行政改革大綱を推進するための手段

No.

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

運用 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 見直し

公表 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

主 管 課 名

行政点検システムの見直し検討

結果の公表

予算編成システムとの連動

行政点検システムの運用

個 別 項 目 １．財政運営と連動するシステムの構築

目  　　　標 事務事業点検結果による積極的な予算編成への活用

内  　　　容

関 係 課 名 財務課

１０－１

実 施 年 度

重 点 項 目 １０．行政点検システムの充実

企画課

重点的かつ効率的、効果的な財政運営に活用する。
結果の公表により市民への説明責任を図る。
職員の意識改革

改 革 ス ケ ジ ュ ー ル

年 度 別 の 項 目
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